
報道機関各位

災害協定を締結します 

下記のとおり、災害協定を締結します。

記

１ 協定先及び協定内容

（１）一般社団法人西播磨青年会議所

「災害時における協定」

被災地に対する迅速な再建の支援を図り、円滑な復旧復興を実現するた

めの協定を締結するものです。

なお、同法人との災害協定締結は、本市が初となります。

（２）株式会社ＡＱＵＡＮＣＥ

「災害時における飲料水供給及び関連支援に関する協定」

被災者に対する飲料水の優先的な供給、運搬、給水機器の設置及び管理等

に関する協定を締結するものです。

なお、同社との災害協定締結は、本市が初となります。

（３）姫路三菱自動車販売株式会社及び三菱自動車工業株式会社

「災害時における電動車両等の支援に関する協定」

停電時の避難所等における電気供給のための利用を含めた電動車両等

の貸与に関する協定を締結するものです。

（４）プラス株式会社ジョインテックスカンパニー

「災害時における物資供給に関する協定」

物資の供給を円滑に実施するための協定を締結するものです。

２ 協定締結式

（１）日時

令和８年１月２０日（火）

午後２時～ 一般社団法人西播磨青年会議所

午後３時～ 株式会社ＡＱＵＡＮＣＥ

令和８年２月９日（月）

午後２時～ 姫路三菱自動車販売株式会社及び三菱自動車工業株式会社

※締結式後に新館南側駐車場にて給電デモ実施

午後３時３０分～ プラス株式会社ジョインテックスカンパニー

（２）場所

たつの市役所新館４階 災害対策本部会議室兼大会議室

たつの市定例記者会見資料

発表年月日 令和８年１月６日（火）
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